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熊本県国土利用計画審議会の概要  

 
国土利用計画審議会は、国土利用計画法第３８条第１項の規定により、各

都道府県に設置されるもので、その役割等は次のとおり。  
 
１ 審議会の役割  
(１) 県が国土利用計画（県計画）の策定及び変更をする場合に、審議会

の意見を聴く。                （法第７条第３項及び同条第９

項）  
(２) 国土利用計画（市町村計画）の策定及び変更について、知事が市町

村に対し必要な助言又は勧告をする場合に、審議会の意見を聴く。  

                              （法第８条第５項及び同条第６項）  
(３) 県が土地利用基本計画の策定及び変更をする場合に、審議会の意見

を聴く。                     （ 法 第 ９ 条 第 １ ０ 項 及 び 同 条 第 １ ４

項）  
(４) 上記の他、知事の諮問に応じ、県土の利用に関する基本的事項及び

土地利用に関し重要な事項を調査審議する。       （ 法 第 ３ ８ 条 第 １

項）  
 
２ 熊本県国土利用計画審議会の組織及び任期  
(１) 審議会は、熊本県国土利用計画審議会条例の規定により、知事が任

 命する委員２５名以内をもって組織する。        （条例第２条第１項）  
(２) 委員の任期は、熊本県国土利用計画審議会条例により、３年。  
                                                （条例第３条第１項） 

(３) 国土庁土地局長通達（当時）では、委員の人選にあたっては、農業、

林業、商工業、自然保護、防災、文教、社会福祉、地方行財政、都市

問題、土地問題、交通問題、水問題、一般言論の１３分野を例示して

おり、本県の審議会においては、この１３分野に水産業を加えた１４

分野から委員を選任している。  
 
３ 近年の開催状況等  

近年は、熊本県土地利用基本計画（第５次熊本県国土利用計画）策定に

係る意見聴取（特別委員会）や、土地利用基本計画（計画図）変更に係る

意見聴取のために開催している。 

なお、委員数は現在１９名であり、現在の委員の任期は令和８年３月３１

日まで。  
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○熊本県国土利用計画審議会条例（昭和４９年熊本県条例第５７号） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第３８条第２項の規定に基づ

き、同条第１項の規定により設置する熊本県国土利用計画審議会（以下「審議会」という。）の

組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（組織） 

第２条 審議会は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命す

る委員２５人以内をもって組織する。 

２ 特別の事項を調査審議させるため、審議会に臨時委員を置くことができる。 

３ 臨時委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命す

る。 

４ 審議会は、国土の利用及び土地利用に関し特別に調査審議する必要があると認めるときは、

特別委員会を置くことができる。 

 

（任期） 

第３条 前条第１項の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、審議会の議長となる。 

３ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開

くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、企画振興部において処理する。 
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（雑則） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成11年12月20日条例第57号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年4月1日から施行する。 

（熊本県国土利用計画地方審議会条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の際現に第１３条の規定による改正前の熊本県国土利用計画地方審議会条例

第２条第１項の規定による熊本県国土利用計画地方審議会の委員である者は、第１３条の規定

による改正後の熊本県国土利用計画審議会条例第２条第１項の規定によって熊本県国土利用計

画審議会の委員として任命されたものとみなす。ただし、その任期は、この条例の施行の際に

おける委員としての残任期間に相当する期間とする。 

 

附 則（平成14年3月25日条例第4号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成14年4月1日から施行する。 

 

附 則（平成16年4月21日条例第39号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成22年3月26日条例第7号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年4月1日から施行する。 
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審議会等の会議の公開に関する指針 

 

平成１０年１２月１１日熊本県知事決定 

改正平成１３年３月３０日 

 

第１ 目的 

この指針は、熊本県情報公開条例（平成１２年熊本県条例第６５号。以下「条例」

という。）第３２条に基づき、審議会等の会議の公開に関する基本方針を定めるこ

とにより、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県政への参加を促進するととも

に、開かれた県政の推進に資することを目的とする。 

 

第２ 審議会等 

この指針において「審議会等」とは、知事の附属機関及びこれに類するものをい

う。 

 

第３ 公開の基準 

審議会等は、原則として会議を公開する。ただし、次のいずれかに該当するとき

は、当該会議を公開しないことができる。 

ア 条例第７条各号に規定する不開示情報に該当する事項について審議等を行う

とき。 

イ 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議等が著しく阻害され、会議

の目的が達成できないと認められるとき。 

 

第４ 公開・非公開の決定 

ア 審議会等は、第３に定める公開の基準に基づき、会議の公開・非公開の決定を

行うものとする。 

なお、公開の会議中において、会議を非公開とすべきであると認められるに至

ったときは、審議会等は、会議を非公開とすることができるものとする。 

イ 審議会等は、会議の審議事項に非公開とする事項とそれ以外の事項がある場合

において、審議を分割して行うことができると認められるときは、非公開の事項

に係る部分を除いて、会議を公開するよう努めるものとする。 
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第５ 公開の方法 

ア 審議会等は、会議を公開するときは、県民の傍聴のために、会場に一定の傍聴

席を設けるものとする。 

また、審議会等の長は、会議を円滑に運営するため、会場の秩序維持に努める

ものとする。 

イ 審議会等は、会議の終了後において会議資料及び会議録等を閲覧に供するよう

努めるものとする。 

 

第６ 会議開催の周知 

審議会等は、公開の会議を開催するに当たっては、当該会議の開催日の１週間前

までに、次の事項を熊本県公報に登載するとともに、報道機関へその情報を提供す

るものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要があると認められるときは、こ

の限りでない。 

① 開催日時 

② 場所 

③ 議題 

④ 傍聴者の定員 

⑤ 傍聴手続 

⑥ 問い合わせ先 

⑦ その他必要な事項 

 

第７ その他 

(１) 知事は、審議会等の名称、審議事項等に関する資料を作成し、県民の利用に

供するものとする。 

(２) 知事は、毎年１回、各審議会等について、この指針の運用状況をとりまとめ、

公表するものとする。 

(３) この指針に定めるもののほか、この指針の実施に関し必要な事項は、知事が

別に定める。 

(４) この指針は、平成１１年４月１日以降に開催される審議会等の会議から適用

するものとする。ただし、会議の公開・非公開の決定に関する部分の規定は、平

成１１年１月１日以降に開催される審議会等の会議から適用するものとする。 
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熊本県国土利用計画審議会傍聴要領 

 

 

１ 傍聴する場合の手続き 

 

① 会議の傍聴を希望する方は、会議の開催予定時刻５分前までに氏名、住所を記

入し、事務局の指示に従って会場に入室してください。 

 

② 傍聴の受付は先着順で行いますので、定員になり次第受付を終了します。 

 

 

２ 傍聴するにあたっての守るべき事項 

 

傍聴される方は、会議を傍聴するにあたり、次の事項を守ってください。 

 

① 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対

の意向等を表明することはできません。 

 

② 会議において、飲食喫煙などはできません。 

 

③ 会議において、写真撮影、録画、録音などはできません。 

 

④ その他会議開催中の秩序を乱したり、議事を妨害するようなことはできません。 

 

 

３ 会議の秩序の維持 

 

① 上記２のほか、傍聴される方は、係員の指示に従ってください。ご不明な点は

係員にお尋ね下さい。 

 

② 傍聴される方が、以上のことをお守りいただけない場合は、注意し、なお従わ

れない場合は、退場していただく場合があります。 

 

③ 会議中、会場の秩序維持ができなくなった場合、及び緊急に公開になじまない

事項を審議する必要が生じた場合は、会議を途中で非公開とすることがあります。 
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国 土 利 用 計 画 法 の 概 要 
 
 

（昭和４９年６月２５日公布、同年１２月２４日施行） 

目        的 

国 土 利 用 計 画 

 全国計画       都道府県計画       市町村計画 

土地利用基本計画 

①都市地域 
②農業地域 
③森林地域 
④自然公園地域 
⑤自然保全地域 

土地利用の調整等に関する事項 

五地域区分 
個

別

規

制

法 

・都市計画法 
・農振法 
・森林法 
・自然公園法 
・自然環境保全法 
・その他 

土地取引の規制に関する措置  

基本とする 

即する 

遊休土地に関する措置 

国土の利用に関する基本構想、国土の利用目的に応じた区分ごとの
規模の目標等について定める。 

都道府県の区域を対象として、当該地域の土地利用に関する諸計画を
総合的に調整するとともに、土地取引に関しては直接的に、開発行為
に関しては個別規制法を通じて間接的に、規制の基準として機能。 

土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害
を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るた
め、土地取引の段階における規制措置を講ずる。 

全国（事後届出制） 

注視区域（事前届出制） 

監視区域（事前届出制） 

規制区域（許可制） 

土地取引動向の調査  注視区域等が指定された場合には、地価動向、土地取引動向等につ
いて調査する。 

届出等を経て取得された後、2 年を経過した一定規模以上の低未利用
地で利用を促進する必要があるものについて、遊休土地である旨の
通知等を行う。 

法定面積（市街化区域 2 千㎡、都市計画区域 5 千㎡、都市計画
区域外 1 万㎡）以上の土地について、土地売買等の契約締結後
2 週間以内に届出。利用目的に係る勧告・助言。 

法定面積（市街化区域 2 千㎡、都市計画区域 5 千㎡、都市計画
区域外 1 万㎡）以上の土地について、土地売買等の契約締結前
に届出。予定価額、利用目的に係る勧告。 

都道府県の規則で定める面積以上の土地について、土地売買等
の契約締結前に届出。予定価額、利用目的に係る勧告。 

すべての土地売買等の契約の締結について都道府県知事の許
可が必要（許可を受けないで締結された契約は無効）。 

国土利用計画の策定、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に
関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることに
より、国土形成計画法による措置と相まって、総合的かつ計画的な
国土の利用を図る。 

※ 都道府県地価調査（施行令第９条） 
土地取引規制における価格審査において、相当な価額の算定に資するため、都道府県知事が毎年１回、各都道府県の基準地（令

和５年は全国 21,381 地点）について不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日（７月１日）にお

ける正常価格を公表するものである。 
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原
生

自
然

環
境

保
全

地
域

土
地

基
本

法
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土地利用基本計画の概要 

 

１ 役割 

○ 土地取引規制、開発行為の規制、遊休土地に関する措置を実施するに当たっ

ての基本となる計画である。 

○ 都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法等に基づく諸計画に

対する上位計画として行政内部の総合調整機能を果たす。 

○ 土地取引に関しては直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接

的に規制の基準としての役割を果たす。 

 

２ 構成及び内容 

○ 国土利用計画法で示される国土利用に関する構想に沿っての現実の土地利用

がなされることを確保するため、都道府県の区域について、都市地域、農業地

域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の五地域区分（計画図）と土地利

用の調整等に関する事項（計画書）を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 変更手続（国土利用計画法第９条 10 項～13 項） 

○ 関係市町村長の意見聴取 

○ 国土利用計画審議会への意見聴取 

○ 国土交通大臣への協議 

○ 策定（変更）後、遅滞なく公表 

土地利用基本計画 計画図 

計画書 

縮尺５万分の１で五地域区分を表示。 

①都市地域 

②農業地域 

③森林地域 

④自然公園地域 

⑤自然保全地域 

①土地利用の基本方向 

②五地域区分の重複する地域における土

地利用に関する調整指導方針 

③土地利用上配慮されるべき公的機関の

開発保全整備計画 
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４ 五地域区分の定義等 

地域区分 国土利用計画法上の規定 
運用上の定義 

（国土交通省運用指針） 

都市地域 

一体の都市として総合的に

開発し、整備し、及び保全する

必要がある地域 

都市計画法第5条により都市

計画区域として指定されてい

る又は指定されることが予定

されている地域 

農業地域 

農用地として利用すべき土

地があり、総合的に農業の振興

を図る必要がある地域 

農業振興地域の整備に関す

る法律第6条により農業振興地

域として指定されている又は

指定されることが予定されて

いる地域 

森林地域 

森林の土地として利用すべ

き土地があり、林業の振興又は

森林の有する諸機能の維持増

進を図る必要がある地域 

森林法第 2条第 3項に規定す

る国有林の区域又は同法第5条

第1項の地域森林計画の対象と

なる民有林の区域として定め

られている又は定めることが

予定されている地域 

自然公園地域 

優れた自然の風景地で、その

保護及び利用の増進を図る必

要があるもの 

自然公園法第 2条第 1号の自

然公園（国立公園、国定公園及

び都道府県立公園）として指定

されている又は指定されるこ

とが予定されている地域 

自然保全地域 

良好な自然環境を形成して

いる地域で、その自然環境の保

全を図る必要があるもの 

自然環境保全法第 14 条の原

生自然環境保全地域、同法第 2

2 条の自然環境保全地域又は同

法第 45 条第 1 項に基づく都道

府県条例による都道府県自然

環境保全地域として指定され

ている又は指定されることが

予定されている地域 
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都 市 地 域 

農 業 地 域 

森 林 地 域 

自然公園地域 

自然保全地域 

都市計画区域 

農業振興地域 

地域森林計画対象民有林 

国有林 

国立公園・国定公園 

都道府県立自然公園 

原生自然環境保全地域 

自然環境保全地域 

都道府県自然環境保全地域 

市街化区域 

市街化調整区域 

その他 

農用地区域 

その他 

保安林 

その他 

特別地域 

海中公園地区 

普通地域 

特別地域 

普通地域 

立入制限地区 

その他 

特別地区 

海中特別地区 

普通地区 

特別地区 

普通地区 

都市計画法 

森林法 

その他 

用途地域 

農業振興地域の整備

に関する法律 

自然公園法 

自然環境保全法 

（1,000 ㎡以上等の開発行為の制限） 

（原則として開発行為の制限） 

（3,000 ㎡以上等の

開発行為の制限） 

区域設定者：知事 

区域設定者：知事 

区域設定者：知事 

区域設定者：知事 

区域設定者：知事 

区域設定者：知事 

区域設定者：知事 

・原則として開発行為の制限 

・農用地利用計画で指定された用途

以外の用途への転用制限 

（農振計画の達成に支障を及ぼすお

それがあると認められる開発行為

への勧告・公表） 

（原則として開発行為の制限） 

（１ha を超える開発行為の制限） 区域設定者：知事 

区域設定者：森林管理局長 

区域設定者：環境大臣 

区域設定者：知事 

（一定の行為の制限） 

（一定の行為の届出） 

（国立公園の規制の範囲内で、都道府

県条例による規制） 

（一定の行為

の制限） 

（原則として立入の規制）

区域設定者：環境大臣 

区域設定者：環境大臣 
（一定の行為の制限） 

（一定の行為の届出） 

（自然環境保全地域の規制の範囲内

で、都道府県条例による規制） 区域設定者：知事 

国土利用計画法 各個別規制法 

土地利用基本計画 

土地利用基本計画と個別規制法に基づく土地利用規制の概要 

土地利用基本計画は、土地取引規制、開発行為の規制、遊休土地に関する措置等を実施するた

めの基本となる計画であり、国土利用計画（全国計画及び都道府県計画）を基本とし、公害の防

止、自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存、治山・治水等に配慮しつつ、都市計画法、

農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の個別の土地利用規

制法と相まって適切かつ合理的な土地利用を図るための上位計画として位置づけられている。 

（線引き都市計画区域） 

（非線引き都市計画区域） 
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市街化調整区域 
 市街化区域 

 用途地域 その他 

 

その他 

 

農用地区域 

 

 

その他 
 
保安林 

国有林 

地域森林計画対象民有林 

農業振興地域 

（線引き都市計画区域） 

（非線引き都市計画区域） 

都市計画区域 

 

 

普通地域 

 

 特別地域 普通地域 

国立公園・国定公園 

都道府県立自然公園 

 

 

 

その他  特別地区 

 特別地区 普通地区 

原生自然環境保全地域 

都道府県自然環境保全地域 

 自然環境保全地域 

 

 

特別地区 普通地区 
海域特別地区 

＝ 

＝ 

＝ 

＝ 

＝ 

 線引き都市計画区域  

熊本都市計画区域 

 

 非線引き都市計画区域  

（用途地域の指定あり） 

荒尾、八代、人吉、水俣、玉名、本渡、山鹿、菊

池、宇土、宇城、長洲、大津、御船の各都市計画

区域 

（用途地域の指定なし） 

牛深、阿蘇、芦北の各都市計画区域 

 

 農業振興地域  

県内全市町村に所在 

 地域森林計画対象民有林  

白川・菊池川地域森林計画 

緑川地域森林計画 

球磨川地域森林計画 

天草地域森林計画 

 

 国有林  

県内３７市町村に所在 

 国立公園  

阿蘇くじゅう、雲仙天草 

 国定公園  

耶馬日田英彦山、九州中央山地 

 県立自然公園  

金峰山、小岱山、三角大矢野海辺、 

芦北海岸、矢部周辺、五木五家荘、 

奥球磨 

※上記全てに特別地域、普通地域あり。 

 原生自然環境保全地域  

（県内に指定地域なし） 

 自然環境保全地域  

白髪岳（全域特別地区） 

 県自然環境保全地域  

染岳（人吉市）、大川（水俣市）、大野渓谷周辺

（人吉市）、波野村スズランの群生地（阿蘇

市）、男鹿野（あさぎり町）、無田湿原（水俣

市）、福連木角山（天草市） 

※上記全てに特別地区、普通地区あり。 

土地利用基本計画 

 

都 市 地 域 

土地利用基本計画 

 

農 業 地 域 

土地利用基本計画 

 

森 林 地 域 

土地利用基本計画 

 

自然公園地域 

土地利用基本計画 

 

自然保全地域 

特別保護地区、 

海域公園地区 

特別地域 

土地利用基本計画の５地域と個別規制法の地域区分の関係性 

・土地利用基本計画の各地域（下の図では、  ）については、『国土利用計

画法に基づく国土利用計画及び土地利用基本計画の運用指針』（平成２９年４月２８日付国土交

通省通知）で運用上の定義が示されており、その定義は個別法の地域・区域（下の図では、

）に該当する。 

・本県では、土地利用基本計画について、この運用指針を基に運用しており、個別法の地域・区

域（下の図では、 ）を変更する場合は、土地利用基本計画の各地域（下

の図では、 ）を変更する必要がある。 
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土地利用基本計画の変更手続き 

 

 

 

 

都道府県 国の機関 

 
個別規制法

担当部局 

基本計画 

担当部局 

照会 

変更要請 

 

 

 

国土交通省ヒアリング 

土地利用に関する調整会議 
（個別規制法所管課への意見照会） 

市町村長意見聴取 

 国土交通省 

関係各省庁 

事前調整 （部局長        総合計画課長） 

事前協議(任意) 

終了通知 

 

国土利用計画審議会 

 国土交通大臣 

関係各大臣・長官 

回答 協議 （知事      国土交通大臣） 

協議 

協議終了通知 

変更素案 

変更原案 

変更案 

決定・公表 

（国土利用計画法第 9 条 10 項） 

（国土利用計画法第 9 条 10 項） 

（国土利用計画法第 9 条 13 項） 

（国土利用計画法第 9 条 10 項、12 項） 
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熊本県土地利用基本計画の計画図 
森林地域の縮小に係る審議の取扱い 

 

○ 森林地域の縮小に係る審議会での取扱いについては、「審議」から「報告」に変更す

る。※諮問（審議）事項ではなく、報告事項として説明する。 

 ○ 「報告」のタイミングは、林地開発事業完了後とする。その後、土地利用基本計画図

の変更を行う。 

 ○ 案件が、森林地域の縮小のみの場合、会長に相談のうえ、審議会を開催せず、書面

による「報告」も可能とする。 

 
・ 森林法に基づく林地開発許可制度（概要はP16に記載）により開発される森林については、開発

行為が完了した後に「地域森林計画」を変更し、地域森林計画対象民有林から除外されます。 

（これは、経済的、社会的情勢の変動等により、許可後に事業の停止や未着手となることも想定されることから、

開発許可申請書の内容に基づき、完了したことを確認する必要があるためです。） 

・ この地域森林計画対象民有林から除外するタイミングと同時期に、「土地利用基本計画」の森

林地域を縮小することとしているため、「土地利用基本計画」の森林地域を縮小する段階で

は、既に林地開発は完了していることとなります。 

・ このため、平成２７年度までの当審議会で、委員から「森林法に基づく林地開発許可がすでに

なされた場所、あるいは林地開発許可を受けて、既に森林でなくなった場所を審議会において

審議することは、個別法による調整の追認にしかならない」との御意見を受けていました。 

・ このような御意見を踏まえ、「国土利用計画法に基づく土地利用計画及び国土利用計画の運用

指針」（平成２５年３月２２日付国土交通省通知）で例示された運用（例：森林地域の縮小案

件について、あらかじめ審議会の承認を得て報告事項とする。）を参考に、当審議会におい

て、平成２８年度に委員の皆様にお諮りし、取扱いを変更しました。 

【参考】計画図変更に係る過年度の審議事項 

   

平成２８年度からの取扱い 
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林地開発許可制度の概要
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